
 

 

 

 

 

 

 

 

 

危 険 物 規 制 

審 査 指 針 
 

 

 

 

 

（内容：令和８年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

千葉市消防局 

平成６年９月27日制定          平成27年３月１日改正 

平成８年５月15日改正          平成28年３月10日改正 

平成10年４月１日改正          平成30年３月19日改正 

平成13年７月１日改正          平成31年３月27日改正 

平成15年７月１日改正          令和２年３月18日改正 

平成19年４月１日改正          令和３年３月30日改正 

平成20年４月１日改正          令和４年３月29日改正 

平成22年４月１日改正          令和６年３月29日改正 

平成23年２月１日改正          令和７年３月31日改正 

平成23年４月１日改正          令和８年３月31日改正 

平成25年４月１日改正 

平成26年２月21日改正 



 

 

目         次 

 

第１章 総  則 

 

第２章 事務手続きに関する基準 

第１節  定義等  

第２節  申請に関する基準  

 

第３章 位置、構造及び設備の技術上の基準 

第１節  製造所の基準  

第２節  屋内貯蔵所の基準  

第３節  屋外タンク貯蔵所の基準  

第４節  屋内タンク貯蔵所の基準  

第５節  地下タンク貯蔵所の基準  

第６節  簡易タンク貯蔵所の基準  

第７節  移動タンク貯蔵所の基準  

第８節  屋外貯蔵所の基準  

第９節  給油取扱所の基準  

第10節  販売取扱所の基準  

第11節  移送取扱所の基準  

第12節  一般取扱所の基準  

第13節  消火設備の基準  

第14節  警報設備の基準  

第15節  避難設備の基準  

 

第４章 資 料 

第１節  ＩＭＯ基準規約総則（抄）（仮訳）  

第２節  ＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所に係る許可書等の例  

第３節  製造所等において行われる工事に係る資料提出等の取扱い  

第４節  タンクコンテナによる危険物の仮貯蔵について  

第４節 の2 ドライコンテナによる危険物の貯蔵について  

第５節  屋外タンク貯蔵所に係る防火へい及び水幕設備に関する基準  

第６節  標識及び掲示板の基準  

第７節  電気設備の基準  

第８節  地下配管の防食措置の基準  

第９節  地下配管等に設ける電気防食の施工に関する技術基準  

第10節  建築関係資料  



 

 

第11節  タンク冷却用散水設備の基準  

第12節  溶接施工方法確認試験実施要領  

第13節  地震動による慣性力及び風荷重に起因する転倒及び滑りの検討  

第14節  小規模屋外タンク貯蔵所に係る通気管の通気量の計算例  

第15節  可撓管継手に関する技術上の基準  

第16節  防油堤の構造等に関する技術基準  

第17節  地下貯蔵タンク及びタンク室の構造例  

第18節  改正前の危政令の基準により設置された地下タンク貯蔵所又は地下貯蔵タンク

の基準 

 

第18節 

第19節 

の2 地下貯蔵タンクの砕石基礎による施工方法について 

石油コンビナートの防災アセスメント指針（抄） 

 

第20節  内面の腐食を防止するためのコーティングについて  

第21節  リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱いについて  

第21節 の2 リチウムイオン蓄電池を取り扱う工場等に係る特例の運用について  

第22節  危険物から水素を製造するための改質装置の遠隔監視に必要な安全対策  

第23節  浮き蓋付特定屋外貯蔵タンクに係る技術基準  

第24節  危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策等に関するガイド

ライン 

 

第25節  移動タンク貯蔵所の規制事務に係る手続及び設置許可申請書の添付書類等

に関する運用指針 

 

第26節  呼び出しに応じて給油等を行う場合における安全確保策に関する指針 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１章 総  則 

 

第１  目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-1-1 

第２  用 語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-1-1 
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第１章 総  則 

第１ 目 的 

 この指針は、消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）第３章、消防法施

行令（昭和３６年政令第３７号。以下「令」という。）、消防法施行規則（昭和３６年自治省

令第６号。以下「規則」という。）、危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号。

以下「危政令」という。）、危険物の規制に関する規則（昭和３４年総理府令第５５号。以下

「危規則」という。）、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和４９年

自治省告示第９９号。以下「告示」という。）、千葉市火災予防条例（昭和３７年千葉市条例

第４号。以下「条例」という。）及び千葉市危険物規制規則（昭和５８年千葉市規則第３５号。

以下「千葉市規則」という。）に定める危険物の規制を統一的かつ合理的に行うため、必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

第２ 用 語 

 この指針に用いる用語は、法、令、規則、危政令、危規則、告示、条例及び千葉市規則にお

いて使用する用語の例による。 


